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令
和
二
年
二
月
定
例
県
議
会
に
お
い
て
議
決
を
経
た
令
和
二
年
度
山
梨
県
一
般
会
計
予
算
ほ
か
十
四

件
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
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山
梨
県
知
事	
長　
　

崎　
　

幸
太
郎

1　
令
和
2
年
度
山
梨
県
一
般
会
計
予
算

　
令
和
2
年
度
山
梨
県
一
般
会
計
の
予
算
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
歳
入
歳
出
予
算
）

第
1
条
　
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
は
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
457,684,788円

と
定
め
る
。

2	　
歳
入
歳
出
予
算
の
款
項
の
区
分
及
び
当
該
区
分
ご
と
の
金
額
は
、
「
第
1
表
歳
入
歳
出
予
算
」

に
よ
る
。

（
継
続
費
）

第
	2
条
　
地
方
自
治
法
（
昭
和
22年

法
律
第
67号

）
第
212条

第
1
項
の
規
定
に
よ
る
継
続
費
の
経

費
の
総
額
及
び
年
割
額
は
、
「
第
2表
継
続
費
」
に
よ
る
。

（
債
務
負
担
行
為
）

第
	3
条
　
地
方
自
治
法
第
214条

の
規
定
に
よ
り
債
務
を
負
担
す
る
行
為
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
事

項
、
期
間
及
び
限
度
額
は
、
「
第
3
表
債
務
負
担
行
為
」
に
よ
る
。

（
地
方
債
）

第
	4
条
　
地
方
自
治
法
第
230条

第
1項
の
規
定
に
よ
り
起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
地
方
債
の
起
債
の
目

的
、
限
度
額
、
起
債
の
方
法
、
利
率
及
び
償
還
の
方
法
は
、
「
第
4表
地
方
債
」
に
よ
る
。

（
一
時
借
入
金
）

第
	5
条
　
地
方
自
治
法
第
235条

の
3第
2項
の
規
定
よ
る
一
時
借
入
金
の
借
入
れ
の
最
高
額
は
、

50,000,000千
円
と
定
め
る
。

（
歳
出
予
算
の
流
用
）

第
	6
条
　
地
方
自
治
法
第
220条

第
2
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
歳
出
予
算
の
各
項
の
経
費
の
金
額

を
流
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
は
、
次
の
と
お
り
と
定
め
る
。

　
⑴
	　
各
項
に
計
上
し
た
給
料
、
職
員
手
当
等
及
び
共
済
費
に
係
る
予
算
額
に
過
不
足
を
生
じ
た
場
合

に
お
け
る
同
一
款
内
で
の
こ
れ
ら
の
経
費
の
各
項
の
間
の
流
用
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山
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県
公
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号
外　
　

第
二
十
号　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

四
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2
　
令
和
2
年
度
山
梨
県
恩
賜
県
有
財
産
特
別
会
計
予
算

　
令
和
2
年
度
山
梨
県
恩
賜
県
有
財
産
特
別
会
計
の
予
算
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
歳
入
歳
出
予
算
）

第
1
条
　
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
は
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
7,954,302千

円
と
定
め
る
。

2	　
歳
入
歳
出
予
算
の
款
項
の
区
分
及
び
当
該
区
分
ご
と
の
金
額
は
、
「
第
1
表
歳
入
歳
出
予
算
」
に

よ
る
。

（
地
方
債
）

第
	2
条
　
地
方
自
治
法
（
昭
和
22年

法
律
第
67号

）
第
230条

第
1
項
の
規
定
に
よ
り
起
こ
す
こ
と
が

で
き
る
地
方
債
の
起
債
の
目
的
、
限
度
額
、
起
債
の
方
法
、
利
率
及
び
償
還
の
方
法
は
、
「
第
2
表

地
方
債
」
に
よ
る
。
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3
　
令
和
2
年
度
山
梨
県
災
害
救
助
基
金
特
別
会
計
予
算

　
令
和
2
年
度
山
梨
県
災
害
救
助
基
金
特
別
会
計
の
予
算
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
歳
入
歳
出
予
算
）

第
1
条
　
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
は
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
257,622千

円
と
定
め
る
。

2	　
歳
入
歳
出
予
算
の
款
項
の
区
分
及
び
当
該
区
分
ご
と
の
金
額
は
、
「
第
1
表
歳
入
歳
出
予
算
」
に

よ
る
。

（
地
方
債
）

第
	2
条
　
地
方
自
治
法
（
昭
和
22年

法
律
第
67号

）
第
230条

第
1
項
の
規
定
に
よ
り
起
こ
す
こ
と
が

で
き
る
地
方
債
の
起
債
の
目
的
、
限
度
額
、
起
債
の
方
法
、
利
率
及
び
償
還
の
方
法
は
、
「
第
2
表

地
方
債
」
に
よ
る
。
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4
　
令
和
2
年
度
山
梨
県
母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金
特
別
会
計
予
算

　
令
和
2
年
度
山
梨
県
母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金
特
別
会
計
の
予
算
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

る
。
（
歳
入
歳
出
予
算
）

第
1
条
　
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
は
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
166,807千

円
と
定
め
る
。

2	　
歳
入
歳
出
予
算
の
款
項
の
区
分
及
び
当
該
区
分
ご
と
の
金
額
は
、
「
第
1
表
歳
入
歳
出
予
算
」
に

よ
る
。

（
債
務
負
担
行
為
）

第
	2
条
　
地
方
自
治
法
（
昭
和
22年

法
律
第
67号

）
第
214条

の
規
定
に
よ
り
債
務
を
負
担
す
る
行
為

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
、
期
間
及
び
限
度
額
は
、
「
第
2
表
債
務
負
担
行
為
」
に
よ
る
。
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5
　
令
和
2
年
度
山
梨
県
中
小
企
業
近
代
化
資
金
特
別
会
計
予
算

　
	令
和
2
年
度
山
梨
県
中
小
企
業
近
代
化
資
金
特
別
会
計
の
予
算
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
歳
入
歳
出
予
算
）

第
1
条
　
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
は
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
2,476,891千

円
と
定
め
る
。

2	　
歳
入
歳
出
予
算
の
款
項
の
区
分
及
び
当
該
区
分
ご
と
の
金
額
は
、
「
第
1
表
歳
入
歳
出
予
算
」
に

よ
る
。

（
債
務
負
担
行
為
）

第
	2
条
　
地
方
自
治
法
（
昭
和
22年

法
律
第
67号

）
第
214条

の
規
定
に
よ
り
債
務
を
負
担
す
る
行
為

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
、
期
間
及
び
限
度
額
は
、
「
第
2
表
債
務
負
担
行
為
」
に
よ
る
。

（
地
方
債
）

第
	3
条
　
地
方
自
治
法
第
230条

第
1
項
の
規
定
に
よ
り
起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
地
方
債
の
起
債
の
目

的
、
限
度
額
、
起
債
の
方
法
、
利
率
及
び
償
還
の
方
法
は
、
「
第
3
表
地
方
債
」
に
よ
る
。
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6
　
令
和
2
年
度
山
梨
県
市
町
村
振
興
資
金
特
別
会
計
予
算

　
	令
和
2
年
度
山
梨
県
市
町
村
振
興
資
金
特
別
会
計
の
予
算
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
歳
入
歳
出
予
算
）

第
1
条
　
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
は
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
2,000,358千

円
と
定
め
る
。

2	　
歳
入
歳
出
予
算
の
款
項
の
区
分
及
び
当
該
区
分
ご
と
の
金
額
は
、
「
第
1
表
歳
入
歳
出
予
算
」
に

よ
る
。
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7
　
令
和
2
年
度
山
梨
県
県
税
証
紙
特
別
会
計
予
算

　
	令
和
2
年
度
山
梨
県
県
税
証
紙
特
別
会
計
の
予
算
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
歳
入
歳
出
予
算
）

第
1
条
　
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
は
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
982,554千

円
と
定
め
る
。

2	　
歳
入
歳
出
予
算
の
款
項
の
区
分
及
び
当
該
区
分
ご
と
の
金
額
は
、
「
第
1
表
歳
入
歳
出
予
算
」
に

よ
る
。
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8
　
令
和
2
年
度
山
梨
県
集
中
管
理
特
別
会
計
予
算

　
	令
和
2
年
度
山
梨
県
集
中
管
理
特
別
会
計
の
予
算
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
歳
入
歳
出
予
算
）

第
1
条
　
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
は
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
103,753,913千

円
と
定
め
る
。

2	　
歳
入
歳
出
予
算
の
款
項
の
区
分
及
び
当
該
区
分
ご
と
の
金
額
は
、
「
第
1
表
歳
入
歳
出
予
算
」
に

よ
る
。
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梨
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9　
令
和
2
年
度
山
梨
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
特
別
会
計
予
算

　
令
和
2
年
度
山
梨
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
特
別
会
計
の
予
算
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

る
。
（
歳
入
歳
出
予
算
）

第
1
条
　
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
は
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
89,842千

円
と
定
め
る
。

2	　
歳
入
歳
出
予
算
の
款
項
の
区
分
及
び
当
該
区
分
ご
と
の
金
額
は
、
「
第
1
表
歳
入
歳
出
予
算
」
に

よ
る
。

（
地
方
債
）

第
	2
条
　
地
方
自
治
法
（
昭
和
22年

法
律
第
67号

）
第
230条

第
1
項
の
規
定
に
よ
り
起
こ
す
こ
と
が

で
き
る
地
方
債
の
起
債
の
目
的
、
限
度
額
、
起
債
の
方
法
、
利
率
及
び
償
還
の
方
法
は
、
「
第
2
表

地
方
債
」
に
よ
る
。



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
二
十
号　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

�
�



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
二
十
号　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

�
七

10　
令
和
2
年
度
山
梨
県
公
債
管
理
特
別
会
計
予
算

　
令
和
2
年
度
山
梨
県
公
債
管
理
特
別
会
計
の
予
算
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
歳
入
歳
出
予
算
）

第
1
条
　
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
は
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
135,806,830千

円
と
定
め
る
。

2	　
歳
入
歳
出
予
算
の
款
項
の
区
分
及
び
当
該
区
分
ご
と
の
金
額
は
、
「
第
1
表
歳
入
歳
出
予
算
」
に

よ
る
。

（
地
方
債
）

第
	2
条
　
地
方
自
治
法
（
昭
和
22年

法
律
第
67号

）
第
230条

第
1
項
の
規
定
に
よ
り
起
こ
す
こ
と
が

で
き
る
地
方
債
の
起
債
の
目
的
、
限
度
額
、
起
債
の
方
法
、
利
率
及
び
償
還
の
方
法
は
、
「
第
2
表

地
方
債
」
に
よ
る
。



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
二
十
号　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
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山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
二
十
号　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

�
�



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
二
十
号　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

�
〇

11　
令
和
2
年
度
山
梨
県
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
予
算

　
	令
和
2
年
度
山
梨
県
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
の
予
算
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
歳
入
歳
出
予
算
）

第
1
条
　
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
は
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
78,028,034千

円
と
定
め
る
。

2	　
歳
入
歳
出
予
算
の
款
項
の
区
分
及
び
当
該
区
分
ご
と
の
金
額
は
、
「
第
1
表
歳
入
歳
出
予
算
」
に

よ
る
。

　

�
〇



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
二
十
号　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

�
一



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
二
十
号　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

�
二



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
二
十
号　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

�
三

12　
令
和
2
年
度
山
梨
県
営
電
気
事
業
会
計
予
算

（
総
則
）

第
1
条
	　
令
和
2
年
度
山
梨
県
営
電
気
事
業
会
計
の
予
算
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
業
務
の
予
定
量
）

第
2
条
　
業
務
の
予
定
量
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
⑴

年
間
目
標
供
給
電
力
量

491,725,500	キ
ロ
ワ
ッ
ト
ア
ワ
ー

（
収
益
的
収
入
及
び
支
出
）

第
3
条
　
収
益
的
収
入
及
び
支
出
の
予
定
額
は
、
次
の
と
お
り
と
定
め
る
。

収
　
　
　
　
入
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
第
1
款

電
気
事
業
収
益

6,240,154千
円

　
　
第
1
項

営
業

収
益

4,963,247千
円

　
　
第
2
項

財
務

収
益

9,865千
円

　
　
第
3
項

事
業
外
収
益

1,267,012千
円

　
　
第
4
項

特
別

利
益

30千
円

支
　
　
　
　
出
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
第
1
款

電
気
事
業
費
用

5,785,975千
円

　
　
第
1
項

営
業

費
用

4,466,963千
円

　
　
第
2
項

財
務

費
用

10,185千
円

　
　
第
3
項

事
業
外
費
用

1,303,797千
円

　
　
第
4
項

特
別

損
失

30千
円

　
　
第
5
項

予
備

費
5,000千

円
（
資
本
的
収
入
及
び
支
出
）

第
	4
条
　
資
本
的
収
入
及
び
支
出
の
予
定
額
は
、
次
の
と
お
り
と
定
め
る
（
資
本
的
収
入
額
が
資
本
的

支
出
額
に
対
し
不
足
す
る
額
5,496,738千

円
は
、
当
年
度
分
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
資
本
的
収
支

調
整
額
194,767千

円
、
減
債
積
立
金
153,994千

円
、
建
設
改
良
積
立
金
502,203千

円
、
中
小
水
力

発
電
開
発
改
良
積
立
金
815,000千

円
、
地
域
文
化
振
興
等
積
立
金
769,000千

円
及
び
過
年
度
分
損

益
勘
定
留
保
資
金
3,061,774千

円
で
補
塡
す
る
も
の
と
す
る
。
）
。

収
　
　
　
　
入
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
第
1
款

資
本
的
収
入

44,660千
円

　
　
第
1
項

固
定
資
産
売
却
代
金

10千
円

　
　
第
2
項

長
期
貸
付
金
償
還
金

34,650千
円

　
　
第
3
項

国
庫

補
助

金
10,000千

円
支
　
　
　
　
出
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
第
1
款

資
本
的
支
出

5,541,398千
円

　
　
第
1
項

水
力
発
電
所
建
設
費

491,000千
円

　
　
第
2
項

小
水
力
発
電
所
建
設
費

22,000千
円

　
　
第
3
項

水
力
発
電
設
備
改
良
費

1,623,293千
円

　
　
第
4
項

業
務

設
備

改
良

費
13,657千

円
　
　
第
5
項

事
業
外
設
備
改
良
費

97,900千
円

　
　
第
6
項

水
力
発
電
地
点
等
開
発
調
査
費

46,024千
円

　
　
第
7
項

水
力
発
電
設
備
改
良
調
査
費

13,530千
円

　
　
第
8
項

企
業

債
償

還
金

153,994千
円

　
　
第
9
項

投
資

有
価

証
券

2,400,000千
円

　
　
第
10項

出
資

金
180,000千

円
　
　
第
11項

繰
出

金
500,000千

円
（
継
続
費
）

第
5
条
　
継
続
費
の
総
額
及
び
年
割
額
は
、
次
の
と
お
り
と
定
め
る
。

款
項

事
　
業
　
名

総
　
額

年
　
度

年
　
割
　
額

1　
電
気
事
業
費
用

1　
営
業
費
用

下
釜
口
発
電
所

リ
プ
レ
ー
ス
事
業

109,878千
円

令
和
2年
度

令
和
3年
度

2,200千
円

令
和
4年
度

107,678千
円

塩
川
発
電
所

改
修
事
業

162,128千
円
令
和
2年
度

令
和
3年
度

162,128千
円

1　
資
本
的
支
出

3　
水
力
発
電
		

　
	 設
備
改
良
費
下
釜
口
発
電
所

リ
プ
レ
ー
ス
事
業

473,000千
円

令
和
2年
度

令
和
3年
度

12,100千
円
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令
和
4年
度

460,900千
円

塩
川
発
電
所

改
修
事
業

135,300千
円

令
和
2年
度

令
和
3年
度

135,300千
円

（
予
定
支
出
の
各
項
の
経
費
の
金
額
の
流
用
）

第
	6
条
　
予
定
支
出
の
各
項
の
経
費
の
金
額
を
流
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
は
、
次
の
と
お
り
と
定

め
る
。

　
⑴
　
営
業
費
用
と
事
業
外
費
用
と
の
間

（
議
会
の
議
決
を
経
な
け
れ
ば
流
用
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
経
費
）

第
	7
条
　
次
に
掲
げ
る
経
費
に
つ
い
て
は
、
そ
の
経
費
の
金
額
を
、
そ
れ
以
外
の
経
費
の
金
額
に
流
用

し
、
又
は
そ
れ
以
外
の
経
費
を
そ
の
経
費
の
金
額
に
流
用
す
る
場
合
は
、
議
会
の
議
決
を
経
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

　
⑴

職
員
給
与
費
等

1,078,651千
円

（
た
な
卸
資
産
購
入
限
度
額
）

第
8
条
　
た
な
卸
資
産
の
購
入
限
度
額
は
、
1,112,528千

円
と
定
め
る
。

13　
令
和
2
年
度
山
梨
県
営
温
泉
事
業
会
計
予
算

（
総
則
）

第
1
条
　
令
和
2年
度
山
梨
県
営
温
泉
事
業
会
計
の
予
算
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
業
務
の
予
定
量
）

第
2
条
　
業
務
の
予
定
量
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
⑴

給
湯

口
数

488口
　
⑵

年
間
総
給
湯
量

717,000立
方
メ
ー
ト
ル

　
⑶

一
日
平
均
給
湯
量

1,964立
方
メ
ー
ト
ル

（
収
益
的
収
入
及
び
支
出
）

第
3
条
　
収
益
的
収
入
及
び
支
出
の
予
定
額
は
、
次
の
と
お
り
と
定
め
る
。

収
　
　
　
　
入
　
　
　

　
第
1
款

温
泉
事
業
収
益

142,213千
円

　
　
第
1
項

営
業

収
益

135,975千
円

　
　
第
2
項

営
業
外
収
益

6,228千
円

　
　
第
3
項

特
別

利
益

10千
円

支
　
　
　
　
出
　
　
　

　
第
1
款

温
泉
事
業
費
用

148,303千
円

　
　
第
1
項

営
業

費
用

139,607千
円

　
　
第
2
項

営
業
外
費
用

7,356千
円

　
　
第
3
項

特
別

損
失

340千
円

　
　
第
4
項

予
備

費
1,000千

円
（
資
本
的
収
入
及
び
支
出
）

第
	4
条
　
資
本
的
収
入
及
び
支
出
の
予
定
額
は
、
次
の
と
お
り
と
定
め
る
（
資
本
的
収
入
額
が
資
本
的

支
出
額
に
対
し
不
足
す
る
額
33,430千

円
は
、
当
年
度
分
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
資
本
的
収
支
調

整
額
540千

円
、
建
設
改
良
積
立
金
27,500千

円
及
び
過
年
度
分
損
益
勘
定
留
保
資
金
5,390千

円
で

補
塡
す
る
も
の
と
す
る
。
）
。

収
　
　
　
　
入
　
　
　

　
第
1
款

資
本
的
収
入

10千
円

　
　
第
1
項

固
定
資
産
売
却
代
金

10千
円

支
　
　
　
　
出
　
　
　

　
第
1
款

資
本
的
支
出

33,440千
円

　
　
第
1
項

温
泉
事
業
設
備
改
良
費

33,440千
円

（
予
定
支
出
の
各
項
の
経
費
の
金
額
の
流
用
）

第
	5
条
　
予
定
支
出
の
各
項
の
経
費
の
金
額
を
流
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
は
、
次
の
と
お
り
と
定

め
る
。

　
⑴
　
営
業
費
用
と
営
業
外
費
用
と
の
間

（
議
会
の
議
決
を
経
な
け
れ
ば
流
用
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
経
費
）

第
	6
条
　
次
に
掲
げ
る
経
費
に
つ
い
て
は
、
そ
の
経
費
の
金
額
を
、
そ
れ
以
外
の
経
費
の
金
額
に
流
用

し
、
又
は
そ
れ
以
外
の
経
費
を
そ
の
経
費
の
金
額
に
流
用
す
る
場
合
は
、
議
会
の
議
決
を
経
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

　
⑴

職
員
給
与
費
等

44,356千
円

（
た
な
卸
資
産
購
入
限
度
額
）

第
7
条
　
た
な
卸
資
産
の
購
入
限
度
額
は
、
1,452千

円
と
定
め
る
。

14　
令
和
2
年
度
山
梨
県
営
地
域
振
興
事
業
会
計
予
算

（
総
則
）

第
1
条
　
令
和
2年
度
山
梨
県
営
地
域
振
興
事
業
会
計
の
予
算
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
業
務
の
予
定
量
）

第
2
条
　
業
務
の
予
定
量
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
⑴

丘
の
公
園
年
間
総
収
容
人
員

232,800人
（
収
益
的
収
入
及
び
支
出
）
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第
3
条
　
収
益
的
収
入
及
び
支
出
の
予
定
額
は
、
次
の
と
お
り
と
定
め
る
。

収
　
　
　
　
入
　
　
　

　
第
1
款

地
域
振
興
事
業
収
益

140,492千
円

　
　
第
1
項

営
業

収
益

140,400千
円

　
　
第
2
項

営
業
外
収
益

82千
円

　
　
第
3
項

特
別

利
益

10千
円

支
　
　
　
　
出
　
　
　

　
第
1
款

地
域
振
興
事
業
費
用

139,574千
円

　
　
第
1
項

営
業

費
用

130,337千
円

　
　
第
2
項

営
業
外
費
用

8,227千
円

　
　
第
3
項

特
別

損
失

10千
円

　
　
第
4
項

予
備

費
1,000千

円
（
資
本
的
収
入
及
び
支
出
）

第
	4
条
　
資
本
的
収
入
及
び
支
出
の
予
定
額
は
、
次
の
と
お
り
と
定
め
る
（
資
本
的
収
入
額
が
資
本
的

支
出
額
に
対
し
不
足
す
る
額
61,063千

円
は
、
過
年
度
分
損
益
勘
定
留
保
資
金
38,046千

円
及
び
当

年
度
分
損
益
勘
定
留
保
資
金
23,017千

円
で
補
塡
す
る
も
の
と
す
る
。
）
。

収
　
　
　
　
入
　
　
　

　
第
1
款

資
本
的
収
入

10千
円

　
　
第
1
項

固
定
資
産
売
却
代
金

10千
円

支
　
　
　
　
出
　
　
　

　
第
1
款

資
本
的
支
出

61,073千
円

　
　
第
1
項

地
域
振
興
事
業
設
備
改
良
費

25,422千
円

　
　
第
2
項

他
会
計
借
入
金
償
還
金

34,651千
円

　
　
第
3
項

予
備

費
1,000千

円
（
一
時
借
入
金
）

第
5
条
　
一
時
借
入
金
の
限
度
額
は
、
80,000千

円
と
定
め
る
。

（
予
定
支
出
の
各
項
の
経
費
の
金
額
の
流
用
）

第
	6
条
　
予
定
支
出
の
各
項
の
経
費
の
金
額
を
流
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
は
、
次
の
と
お
り
と
定

め
る
。

　
⑴
　
営
業
費
用
と
営
業
外
費
用
と
の
間

15　
令
和
2
年
度
山
梨
県
流
域
下
水
道
事
業
会
計
予
算

（
総
則
）

第
1
条
　
令
和
2年
度
山
梨
県
流
域
下
水
道
事
業
会
計
の
予
算
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
業
務
の
予
定
量
）

第
2
条
　
業
務
の
予
定
量
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
⑴

年
間
総
処
理
水
量

48,451,000㎥
　
⑵

1
日
平
均
処
理
水
量

132,742㎥
　
⑶

流
域
関
連
市
町
村
数

19市
町
村

　
⑷

建
設
改
良
費

1,698,318千
円

（
収
益
的
収
入
及
び
支
出
）

第
3
条
　
収
益
的
収
入
及
び
支
出
の
予
定
額
は
、
次
の
と
お
り
と
定
め
る
。

収
　
　
　
　
入
　
　
　

　
第
1
款

下
水
道
事
業
収
益

9,168,920千
円

　
　
第
1
項

営
業

収
益

3,634,501千
円

　
　
第
2
項

営
業
外
収
益

5,534,419千
円

支
　
　
　
　
出
　
　
　

　
第
1
款

下
水
道
事
業
費
用

9,175,538千
円

　
　
第
1
項

営
業

費
用

8,951,021千
円

　
　
第
2
項

営
業
外
費
用

214,413千
円

　
　
第
3
項

特
別

損
失

9,104千
円

　
　
第
4
項

予
備

費
1,000千

円
（
資
本
的
収
入
及
び
支
出
）

第
	4
条
　
資
本
的
収
入
及
び
支
出
の
予
定
額
は
、
次
の
と
お
り
と
定
め
る
（
資
本
的
収
入
額
が
資
本
的

支
出
額
に
対
し
不
足
す
る
額
1,256,139千

円
は
、
当
年
度
分
損
益
勘
定
留
保
資
金
1,256,139千

円
で

補
塡
す
る
も
の
と
す
る
。
）
。

収
　
　
　
　
入
　
　
　

　
第
1
款

資
本
的
収
入

1,727,958千
円

　
　
第
1
項

企
業

債
373,640千

円
　
　
第
2
項

国
庫

補
助

金
882,000千

円
　
　
第
3
項

市
町
村
負
担
金

402,607千
円

　
　
第
4
項

他
会
計
補
助
金

69,711千
円

支
　
　
　
　
出
　
　
　

　
第
1
款

資
本
的
支
出

2,984,097千
円

　
　
第
1
項

建
設

改
良

費
1,698,318千

円
　
　
第
2
項

企
業
債
償
還
金

1,285,779千
円

（
特
例
的
収
入
及
び
支
出
）

第
	4
条
の
2
　
地
方
公
営
企
業
法
施
行
令
第
4
条
第
4
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
事
業
年
度
に
属
す
る

債
権
及
び
債
務
と
し
て
整
理
す
る
未
収
金
及
び
未
払
金
の
金
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
105,812千

円
及
び

469,072千
円
で
あ
る
。

（
債
務
負
担
行
為
）

第
	5
条
　
債
務
負
担
行
為
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
、
期
間
及
び
限
度
額
は
、
次
の
と
お
り
と
定
め

る
。



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
二
十
号　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

�
�

（
企
業
債
）

第
	6
条
　
起
債
の
目
的
、
限
度
額
、
起
債
の
方
法
、
利
率
及
び
償
還
の
方
法
は
、
次
の
と
お
り
と
定
め

る
。



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
二
十
号　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

�
七

（
一
時
借
入
金
）

第
	7
条
　
一
時
借
入
金
の
限
度
額
は
、
1,000,000千

円
と
定
め
る
。

（
予
定
支
出
の
各
項
と
経
費
の
金
額
の
流
用
）

第
	8
条
　
予
定
支
出
の
各
項
の
経
費
の
金
額
を
流
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
は
、
次
の
と
お
り
と
定

め
る
。

　
⑴
　
営
業
費
用
と
営
業
外
費
用
と
の
間

（
議
会
の
議
決
を
経
な
け
れ
ば
流
用
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
経
費
）

第
	9
条
　
次
に
掲
げ
る
経
費
に
つ
い
て
は
、
そ
の
経
費
の
金
額
を
、
そ
れ
以
外
の
経
費
の
金
額
に
流
用

し
、
又
は
そ
れ
以
外
の
経
費
を
そ
の
経
費
の
金
額
に
流
用
す
る
場
合
は
、
議
会
の
議
決
を
経
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

　
⑴
　
職
員
給
与
費
等
　
188,742千

円
（
他
会
計
か
ら
の
補
助
金
）

第
	10条

　
流
域
下
水
道
事
業
の
経
営
基
盤
の
強
化
及
び
施
設
整
備
の
た
め
一
般
会
計
か
ら
こ
の
会
計
へ

補
助
を
受
け
る
金
額
は
、
1,764,010千

円
で
あ
る
。
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